
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県立支援学校小牛田高等学園 

進路指導部 

第１号 令和 8 年 4 月 24 日発行 

 報告 令和７年度ＰＴＡ進路研修会について 

約１カ月前の３月２４日（火）修業式の日、保護者向けの PTA 進路研修会を行い、平日にも
かかわらず２３名の方々にご参加いただきました。研修会に参加されなかったご家庭には当日、
生徒を通じて資料を配付しております。 
 内容は令和７年度の卒業生の進路状況について説明をさせていただきました。様々な角度から
傾向分析を行い、具体的な数字も多数紹介しました。 
・進路の種別（就職、福祉サービス） 
・具体的な就労先、仕事の様子を写真で紹介、今年度の職種の傾向 
・就労後の支援について（ジョブコーチとは、 
知的障害者重度判定とは、定着指導とは）解説 

・就労先と学校がつながった経緯 
・実習が継続状態を開始した時期と実習回数 
・具体的な雇用条件（雇用形態、保険加入、 
勤務時間、基本給など） 

・通勤方法と通勤時間 などでした。 
今後も、生徒もご家庭も卒業後の進路に見通しを持ち 
やすくするために、役立つ情報を発信していきます。 
ぜひこのような研修会にふるってご参加ください。 

令和 8年度進路指導部 

今年度の進路指導部は以下の９名です。

生徒一人ひとりの進路達成のために、力を

合わせて取り組んでいきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

進路指導部長 菅 原 宏 行 

進路指導副部長 

第１学年担当 
齋 藤 大 士 

第１学年担当 菅 原 拓 哉 

鎌 田  太 

第２学年担当 三 浦 芹 香 

奥 村  亮 

第３学年担当 庄 司 章 子 

浅 野 志 津 

佐々木 健 

 

進路ガイドを配付しました 

本日、令和８年度進路指導の手引き「進路ガイ

ド」を配付しました。「進路ガイド」は、本校の進

路指導について卒業後の具体的な進路先、障害福

祉サービス、相談の窓口などの章に分かれてお

り、在学中や卒業後の生活に活用できる情報を掲

載しています。本校の卒業生の進路先や職種等の

データも見ることができます。また、支援部と連

携して、各市町村の相談窓口や地域の相談支援事

業所を一覧にし、毎年更新しています。 
進路について必要に 

応じて活用していただ 

きたいと思います。 

なお、進路に関して 

不明なことがあれば、 

来校の際または電話等 

でいつでも気軽に進路 

指導部までお問合せい 

ただきたいと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期の進路関係の行事予定 

５月１日（金）支援機関説明会（３年のみ、１時間目の授業参観の中で） 

同日    進路指導説明会（１年のみ、学年ＰＴＡの中で） 

５月１１日（月）～１３日（水） ハローワーク職業相談（３年） 

５月１９日（火） 前期現場実習決意表明式 

５月２０日（水）～６月９日（火） 前期現場実習（２、３年） 

６月３日（水）～９日（火） グループ実習（１年） 

７月３日（金） 職場見学（１年） 

７月７日（火）～１０日（金） 進路三者面談 

９月２５日（金） 卒業生事例発表会 

９月３０日（水） 後期現場実習決意表明式 

進路情報コーナー（進路にまつわる情報を毎回様々なテーマでお伝えするコーナーです） 

 

 

 

障害者雇用とは、手帳（療育、精神）を使うことで、ある法律に守られた就労の方法を指します。 

ある法律とは障害者雇用促進法（１９８７年）であり、①法定雇用率（２．５％）を守ること、②合理

的な配慮を行い、「どうすればその仕事ができるのか？」を考え、工夫すること、③長く働き続けるため

に、ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターが役割分担をしながら、連携し

支援にあたること の大きく３つを定めています。 

本校では、この障害者雇用促進法に基づいた進路指導を行っています。そのポイントやメリットを整理

すると次のようになります。 

①通常の就労では、仮に入社を希望する人が複数いる場合は、当然、入社試験等のような競争の原理が働

きます。また入社後は会社が決めたノルマをクリアすることが求められるかもしれません。しかし障害者

雇用は自分と他者との競争ではなく、あくまで自分の中での成長を重視しています。 

②障害者雇用では、企業は「この仕事ができる人」を探すのではなく、「この人ができる仕事は何か」を

探すスタンス（仕事の切り出し）をとることになっています。ですから確実に本人に合った仕事を行うこ

とができます。 

③障害者雇用の大きな柱である「就労前の実習」を行うことで、本人、企業がお互いを深く理解し合い、

納得してから就労をスタートすることができます。一方、通常の就労は面接試験のみで入社するのが一般

的なため、入社してからお互いが「こんなはずでは…」と思うことがあるかもしれません。 

④学校は地域に根差した教育機関という特性上、様々な立場の方と連携することを得意としています。在

学中だけでなく卒業後も就業・生活支援センターなどと連携して途切れのない支援を行うことで、本人の

職場への定着を図り、離職を未然に防ぐことができます。 

最後に、令和７年度は障害者雇用を考えている企業が合計４２社、学校見学にいらっしゃいました。そ

のすべてが実習や就労につながった訳ではありませんが、雇用に積極的な企業は確実に増えてきており、

本校に対する期待も感じられます。小牛田高等学園はその期待に応えられるように生徒達を指導すると

ともに、「就職したい」という生徒の希望を支えていきたいと考えています。 

ご参加いただく、あるいは

参加が可能な行事につい

ては、約１カ月前を目安に

案内文書を配布します。 

日程調整をよろしくお願い

します。 

～今回のテーマ～ 「 障害者雇用とは？ 」 

ぜひご参加

ください 


